
川崎市一般廃棄物処理業の
許可制度について

川崎市環境局生活環境部 廃棄物指導課



本資料で用いる法令等の省略形
1

 「法」・・・廃棄物の処理及び清掃に関する
法律

 「環境省令」・・・廃棄物の処理及び清掃に
関する法律施行規則

 「条例」・・・川崎市廃棄物の処理及び再生
利用等に関する条例

 「規則」・・・川崎市廃棄物の処理及び再生
利用等に関する条例施行規則

 「細則」・・・川崎市廃棄物の処理及び清掃
に関する法律及び浄化槽法
施行細則



廃棄物の定義
2

ごみの排出者とその種類によって

一般廃棄物 産業廃棄物

廃棄物：占有者が自ら利用し、又は他人に
有償で売却できないために不要と
なったもの。

いずれかに区別



一般廃棄物と産業廃棄物
3

一般廃棄物
（家庭系）

事業者 家庭

２０種類以外

一般廃棄物
（事業系）

ごみの
排出者

ごみの
種類 全て法律で定める

２０種類

産業廃棄物



一般廃棄物処理の仕組み

一
般
廃
棄
物

家庭系廃棄物 川崎市が
収集運搬

川崎市処理セン
ターにて処分

家庭系廃棄物
（一時多量ごみ）

許可業者が
収集運搬

本市処理センターにて
処分

事業系
一般廃棄物

排出事業者が
自己運搬 処理センター又は

処理業者にて処分
許可業者が
収集運搬

本市処理センター又は
処理業者にて処分

4

自治体によって処理の仕組みは異なります。
川崎市の場合・・・



許可制度の概要
5

・一般廃棄物収集運搬業(１１４社)(令和４年１１⽉時点)
事業系一般廃棄物を収集運搬することができる。
※一時多量ごみを扱う場合、別途許可申請が
必要となります。

・一般廃棄物処分業（２社）(令和４年１１⽉時点)

事業系一般廃棄物を処分することができる。

一般廃棄物処理業の許可は2種類あります。

令和４年１１月３０日現在



川崎市一般廃棄物処理業
許可基準 6

・市による一般廃棄物の処理が困難であること
・市の一般廃棄物処理計画に適合すること
・事業の用に供する施設が業を的確に、かつ継
続して⾏うことができる

・処理業を的確に、かつ継続して⾏うに⾜りる
知識及び技能を有している

・処理業を的確に、かつ継続して⾏うに⾜りる
経理的基礎を有している

（法第７条第５項第１号、第２号、第３号）

一般廃棄物の処理を業として行うためには、
以下の基準を満たす必要があります。



一般廃棄物を他都市へ
搬入できる場合 7

•一般廃棄物は、自区内（川崎市内）処理が原則

しかし、次のような場合には、他都市の承認を得たうえで、
一般廃棄物を他都市へ運搬することができます。

この場合、通常とは異なる手続きが必要になります。



一般廃棄物を他都市へ
運搬する場合の手続き 8

①運搬しようとする他都市に、搬入が可能か
確認する。 （許可しない自治体もある）

②可能な場合には、必要な手続きを確認し、
川崎市に報告する。

③川崎市から他都市への通知に必要な資料を
作成し、川崎市に提出する。

※運び込む収集運搬業者は、他都市の一般廃棄物収集運搬業の許可
を取得している必要があります。

※他都市の廃棄物を川崎市の処分業者が受け入れる場合、運搬する
業者は他都市に対して同様の手続きをする必要があります。

一般廃棄物を他都市の処分業者へ運ぶ場合、排出事業者
と処分業者の契約のほか、次の手続きが必要となります。



許可申請について
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・新規許可申請…新たに業を行うために必要
許可の有効期限は2年間

・更新許可申請…許可の有効期間を過ぎた後も
引き続き業を行うために必要
有効期限が2年間延⻑

・変更許可申請…業の範囲を変更するために必要
一時多量ごみの申請は変更許可
に該当します

一般廃棄物処理業の許可申請は3種類あります。

※一時多量ごみを扱うためには、一般廃棄物収集運搬業の
許可を2年以上継続している必要があります。
したがって、一時多量ごみのみでの許可は与えていません。



更新許可申請について
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更新許可申請は許可期限の２か月前から受付け
ています。例えば、１２月３１日が許可期限の
場合は１１月１日から受付を行います。申請後
更新許可が下りるまでの間は、引き続き業を行
うことができます。

※更新申請の手続をせずに許可の有効期限が
満了した時、その許可は期限切れになりま
す。業を続ける場合には新規許可申請が必
要です。その場合、許可が出るまでは業を
行うことができません。



変更届について
11

次の項目に変更があった場合は、変更があった日から
１０日以内に変更届を提出しなければなりません。
・個人の氏名又は法人の名称
・役員、政令使用人、法定代理人
・運搬車両や駐車施設等の事業の用に供する

主要な施設、施設の設置場所
・事務所及び事業場の所在地

（法第７条の２第３項、細則第６条、第７条）

※許可証に記載されている内容に変更が生じた場合は、
許可証の書換を伴います。

※変更届出の様式や添付書類等の詳細は「一般廃棄物
処理業者の手引」や川崎市ホームページに掲載して
おります。



実績報告書
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前々⽉分の⼀般廃棄物処理実績報告書を毎⽉
１０日までにご提出ください。
例えば、１０⽉分の実績報告書は１２⽉１０⽇
までにご提出ください。

・実績がない場合も「実績なし」の報告が
必要です。

・実績の入力は正確にお願いします。
・すでに契約のない業者の記入は不要です。
（法第１８条、細則第１２条）
※実績報告書の記載例は「一般廃棄物処理業者

の手引」Ｐ３９〜４５をご確認ください。



実績報告書の意義
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・集められたデータは多量・準多量排出事業者
の認定に使われています。
排出事業者の住所を間違えると、認定通知が
正確に届きませんので、記入は正確にお願い
します。

・毎年事業系ごみの資源化率等が算出され、川
崎市一般廃棄物処理基本計画に反映されます。
データ作成に支障が生じますので、報告書の
ご提出は毎月欠かさずお願いいたします。



実績報告の注意事項
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・実績報告書の提出は原則メールでお願い
します。

・提出先メールアドレスは
30haiki1@city.kawasaki.jp
（30haikiの後に数字の１が入ります。）

・ファイル名とメール件名に、許可番号・
名称・何月分かを明記してください。
（例）０００３一般廃棄物実績報告書

（１０月分）株式会社川崎.xls

mailto:30haiki1@city.kawasaki.jp


実績報告の注意事項
15

廃棄物コード 施設焼却量 新聞雑誌量 段ボール量 その他紙類量 厨芥量 木くず量 空缶量 空瓶量 他量 その他焼却量 再生量 許可業者名 許可番号

入 5000 2000 500 50 100 2650 株式会社川崎 00××

力 950 100 100 株式会社川崎 00××

の 10000 4000 2000 1000 7000 株式会社川崎 00××

必 15000 2000 1000 500 3500 株式会社川崎 00××

要 20000 2000 1000 500 3500 株式会社川崎 00××

は

あ ※この項目は再生 ※この項目は再生※各再生量の合計が自

り 　量に含めないで 　量に含めないで　動計算されます。

ま 　下さい。 　下さい。

せ

ん

ペットボトル、発泡スチ

ロールは産業廃棄物です。

一般廃棄物処理業の処理
実績とすると不適正処理

になります。

数値は小数点以下を切り

上げて入力してください。

編集に不具合が生じるた
め、様式を改変すること

はご遠慮ください。

許可業者名 許可番号

2650 株式会社川崎 00××

100 株式会社川崎 00××

7000 株式会社川崎 00××

3500 株式会社川崎 00××

3500 株式会社川崎 00××

・許可業者名と許可番号を忘れず記入してくだ
さい。



実績報告の注意事項
16

・報告書の提出様式に列を加える等の加工を
しないでください。

・該当月の実績のみ、シートを１枚にして送
付してください。

・排出事業者の住所は、区名から記入してく
ださい。

・実績量が500 kgを超えている排出事業者を
小口で計上しないでください。



実績報告書の記載方法の変更
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【小口事業者記載方法例】

川崎区内川崎生環事業所管内
（５０件）

川崎区内南部生環事業所管内
（１５０件） 川崎区内事業者

（２００件）

生活環境事業所名 所管区域
南部 川崎区の一部
川崎 川崎区の一部
中原 中原区
宮前 高津区・宮前区
多摩 多摩区・麻生区

生活環境事業所名 所管区域

川崎（旧南部） 川崎区

中原 幸区・中原区
宮前 高津区・宮前区
多摩 多摩区・麻生区

小口事業者の記載方法が平成３１年４月１日
から変更となりました。



立入検査について
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・立入検査の実施は法第１９条に規定されて
います。

・拒否した場合は事業停止等の行政処分及び
罰則規定（法第３０条）があります。

・主な確認事項
帳簿／委託契約書／管理票（Ｃ票の保管）
／車両／施設

法の遵守状況の確認及び、適正処理指導を行う
ために、立入検査を実施しております。



帳簿の記載事項と保存
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・事業場内に備え付けている。
・収集運搬業の場合：収集又は運搬年月日／収集区域又は

受入先ごとの量／運搬方法及び運搬
先ごとの運搬量

処分業の場合：受入又は処分年月日／受け入れた場合には、
受入先ごとの量／処分した場合には、処分
方法ごとの処分量／処分後の廃棄物の持出
先ごとの持出量

が記載されている。
・前月中における事項について毎月末までに記載を終了する。
・帳簿を１年ごとに閉鎖し、５年間事業場ごとに保存する。
（法第７条１５、１６項、環境省令第２条の５）

以下の要件を遵守する必要があります。



廃棄物管理票
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・指定処理施設の受付印がある廃棄物管理票
（Ｃ票）を保管している。

・その廃棄物管理票を搬入した日から５年間保存
している。

（条例第２７条の２、規則第１３条の２〜１０）

廃棄物管理票の使用義務がある排出事業者は多量
排出事業者（日量平均100 ㎏以上又は月量平均
3 ｔ以上）だけです。



罰則（法第２５条〜３２条）
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次の違反行為を行った場合、５年以下の懲役も
しくは１０００万円以下の罰金又はこの併科が
科されます。（法２５条）
・無許可営業…無許可による廃棄物の収集運搬・処分
・無許可変更…無許可による廃棄物処理業の事業の範

囲の変更
・事業停止命令違反…法又は法に基づく処分に違反し

た廃棄物処理業者の事業停止命
令違反

・名義貸しの禁止違反…廃棄物処理業にかかる名義貸
しの禁止違反

等



廃棄物処理法違反の事例
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・産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない
許可業者が、一般廃棄物と産業廃棄物の混合
物を収集運搬した。

・産業廃棄物収集運搬業の許可も持っている許可
業者が、一般廃棄物と産業廃棄物の混合物を自
社に持ち帰り、分別をしてからそれぞれ処分場
へ運搬した。

無許可営業に該当（一般廃棄物の許可のみ
では産業廃棄物を収集運搬できません）

無許可変更に該当（川崎市では原則一般廃棄
物の積み替え保管行為を認めていません）


